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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第76期

第３四半期連結
累計期間

第77期
第３四半期連結

累計期間
第76期

会計期間

自2022年
　３月１日
至2022年
　11月30日

自2023年
　３月１日
至2023年
　11月30日

自2022年
　３月１日
至2023年
　２月28日

売上高 (百万円) 68,941 71,035 92,119

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △825 2,025 △1,942

親会社株主に帰属する四半期
純利益又は親会社株主に帰属
する四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △1,336 1,960 △2,602

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △1,648 1,727 △3,082

純資産額 (百万円) 52,787 52,097 51,352

総資産額 (百万円) 91,108 86,730 87,214

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期(当期)純損失
(△)

(円) △38.12 55.81 △74.23

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － 55.64 －

自己資本比率 (％) 56.0 58.6 57.0

回次
第76期

第３四半期連結
会計期間

第77期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自2022年
　９月１日
至2022年
　11月30日

自2023年
　９月１日
至2023年
　11月30日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) △7.44 32.14

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．第76期第３四半期連結累計期間及び第76期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜

在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(㈱チヨダ)、子会社３社により構成されており、靴及び衣料品等

の小売及び卸売業を主たる業務としております。

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動は以下の通りであります。

　（靴事業）

2023年８月28日にトモエ商事株式会社の全株式を取得し、当第３四半期連結会計期間より連結子会社にしておりま

す。

　（衣料品事業）

　 主要な関係会社の異動はありません。

この結果、2023年11月30日現在では、当社グループは、当社(㈱チヨダ)、子会社３社により構成されることとなり

ました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和に伴い、個

人消費の回復やインバウンド需要の増加など、緩やかな景気回復基調となりました。しかしながら、原材料・エネ

ルギー価格の高騰や円安による物価上昇、ウクライナ情勢の長期化等の影響により、依然として先行き不透明な状

況が続いております。

当社グループが属する靴・衣料品小売業界では、行動制限の解除による外出機会の増加など、経済活動の再開が

感じられる一方で、物価上昇、実質賃金の伸び悩みなどの影響による消費者マインドの低下が懸念されておりま

す。

このような状況下、当社グループは、専門店ならではの視点で便利さを追求し、お客様の生活やニーズに合わせ

た様々な商品提案を行い、広告手法の見直しを行う事で経費の効率化と売上の回復に努めてまいりました。

また、在庫の削減や、不採算店舗の退店、人事効率の改善などに取り組み、利益確保に努めてまいりました。

更に、百貨店を中心とした紳士靴卸販売を行うトモエ商事株式会社を子会社化し、既存のＥＣ事業や法人営業な

どの強化と併せて、販売チャネルの拡大と時代に対応した事業ポートフォリオの最適化に努めてまいりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高71,035百万円(前年同期比3.0％増)、営業利益1,712百

万円(前年同期は営業損失1,034百万円)、経常利益2,025百万円(前年同期は経常損失825百万円)、親会社株主に帰属

する四半期純利益1,960百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,336百万円)となりました。

セグメント別の業績の概要は次のとおりであります。

＜靴事業＞

靴事業におきましては、靴専門店としてのサービス向上と商品提案力の強化をテーマとして、顧客満足度の向上

や重点商品の販売強化、在庫鮮度の改善に取り組み、また客層拡大のため、デジタルマーケティングの推進や販売

チャネルの拡大にも取り組んでまいりました。

　商品面では、残暑の影響により秋冬商品の動き出しは遅かったものの、主力プライベートブランド「セダークレ

スト」の、立ったまま手を使わずに履ける「スパットシューズ」や、ソフトな素材と屈曲性にこだわった「ストレ

ッチビジネスシューズ」、また、同じく主力プライベートブランド「フワラク」の、疲れにくく歩きやすい機能性

にこだわった「スニーカーパンプス」など、消費者の使い勝手を考慮した、靴専門店ならではの商品を多く発売す

るとともに、天候に左右されにくい商品を拡充する事で、売上の安定化を図りました。

　販売促進では、ご来店いただいた店舗にサイズが無い場合、自社ＥＣサイト「kutsu.com」を活用し、そのまま店

舗で注文する事ができる「お店で注文・自宅で受け取りサービス」をスタートいたしました。自社ＥＣサイトの仕

組みや在庫を活用する事で、店舗の販売時における機会ロスを軽減するなど、オンラインとオフラインを連携させ

ることで在庫管理などの業務効率化を推進しました。また、折り込みチラシに代えてテレビＣＭやＷＥＢを活用し

た販促を強化し、また、自社アプリ会員向けのポイント増量キャンペーンを実施する事で売上増加を図るなど、デ

ジタルマーケティングを推進する事で新たな客層の開拓に努めました。

出退店につきましては、９店舗を出店、31店舗を退店し、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は900店舗（前連

結会計年度末比21店舗減）となりました。
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経費につきましては、キャッシュレス売上の増加に伴う手数料や、物流費などの増加により、前年よりも増加し

た項目はありましたが、人事効率の改善や管理費の抑制を行い、販売費及び一般管理費は前年同期比1.2％減となり

ました。

以上の結果、靴事業の売上高は59,337百万円(前年同期比7.2％増)、営業利益は2,256百万円(前年同期は営業損失

593百万円)となりました。

＜衣料品事業＞

衣料品事業におきましては、「暮らしに役立つ商品と企業活動を通じて地域社会に貢献します。」という企業理

念のもと、お客様の生活に密着したライフスタイル提案を行ってまいりました。

商品面では、残暑により秋物の立ち上がりが遅れる中、年間定番商品であるボトムス販売に注力し売上確保に努

めると同時に、仕入コントロールを行いながら持ち越し商品の早期現金化を進め、適正在庫への見直しを図りまし

た。また、営業利益の確保が最優先とされる状況において、収益構造に変革を進めており、不採算店舗の閉鎖、業

務改革による徹底したコストの圧縮を図るなど販管費の最適化に取り組む一方、パートタイマーの社内資格制度の

見直しやＳＮＳを活用したスタッフの着こなし提案など、人財活性化策によるリアル店舗の強化を推進しました。

出退店につきましては、６店舗を出店、38店舗を退店し、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は288店舗（前連

結会計年度末比32店舗減）となりました。

経費につきましては、一般管理費の抑制、及び退店による固定費の削減により、販売費及び一般管理費は前年同

期比11.2％減となりました。

以上の結果、衣料品事業の売上高は11,698百万円(前年同期比13.8％減)、営業損失は550百万円(前年同期は営業

損失447百万円)となりました。

(2) 財政状態の分析

(資産の状況)

当第３四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、86,730百万円(前連結会計年度末比483百万円減)

となりました。

流動資産は、58,747百万円(前連結会計年度末比327百万円減)となっております。これは、主として現金及び預金

が22,309百万円(前連結会計年度末比3,589百万円減)、売掛金が5,592百万円(同2,701百万円増)、商品が28,333百万

円（同167百万円増）となったことによるものであります。

固定資産は、27,983百万円(前連結会計年度末比156百万円減)となっております。これは、主として敷金及び保証

金が9,349百万円(前連結会計年度末比456百万円減)、繰延税金資産が3,847百万円(同32百万円減)、投資有価証券が

1,864百万円(同433百万円増)となったことによるものであります。

（負債の状況）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、34,633百万円(前連結会計年度末比1,228百万円減)となりまし

た。

流動負債は、21,948百万円(前連結会計年度末比1,621百万円減)となっております。これは、主として電子記録債

務が12,090百万円(前連結会計年度末比3,295百万円減)、買掛金が4,124百万円(同410百万円増)、未払消費税等が

706百万円(同514百万円増)となったことによるものであります。

固定負債は、12,685百万円(前連結会計年度末比392百万円増)となっております。これは、主として退職給付に係

る負債が8,902百万円(前連結会計年度末比388百万円増)、リース債務が822百万円(同63百万円減)、資産除去債務が

2,096百万円(同54百万円減)、となったことによるものであります。

（純資産の状況）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、52,097百万円(前連結会計年度末比744百万円増)となりました。

これは、主として利益剰余金が43,286百万円(前連結会計年度末比910百万円増)、新株予約権が19百万円(同118百万

円減)となったことによるものであります。自己資本比率は58.6％(前連結会計年度末比1.6ポイント減)となってお

ります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 110,150,000

計 110,150,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2023年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(2024年１月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,609,996 38,609,996
東京証券取引所
(プライム市場)

単元株式数
100株

計 38,609,996 38,609,996 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2023年９月１日～
2023年11月30日

－ 38,609,996 － 6,893 － 7,486

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2023年８月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2023年11月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 3,449,700
－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 35,119,200 351,192 －

単元未満株式 普通株式 41,096 － －

発行済株式総数 38,609,996 － －

総株主の議決権 － 351,192 －

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。

② 【自己株式等】

2023年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
㈱チヨダ

東京都杉並区荻窪
４-30-16

3,449,700 － 3,449,700 8.93

計 － 3,449,700 － 3,449,700 8.93

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

取締役社長
取締役社長

兼店舗運営本部長
町野 雅俊 2023年６月１日

取締役
財務本部長兼
法人営業部長

取締役
管理本部長兼
総務部長兼
法人営業部長

今田 至 2023年６月１日

取締役
商品統括本部長兼

店舗運営統括本部管掌

取締役
商品統括本部長

大喜多 利一 2023年６月１日

取締役
管理本部長兼
総務部長兼

広報・IR室管掌

取締役
企画財務本部長

井上 裕一郎 2023年６月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2023年９月１日から2023年

11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2023年３月１日から2023年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2023年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,898 22,309

売掛金 2,890 5,592

電子記録債権 - 0

商品 28,166 28,333

返品資産 - 184

その他 2,124 2,332

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 59,075 58,747

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,516 1,568

工具、器具及び備品（純額） 290 266

土地 4,144 4,193

リース資産（純額） 183 280

その他（純額） 17 4

有形固定資産合計 6,152 6,313

無形固定資産 5,110 4,937

投資その他の資産

投資有価証券 1,431 1,864

敷金及び保証金 9,806 9,349

繰延税金資産 3,880 3,847

その他 1,762 1,687

貸倒引当金 △4 △16

投資その他の資産合計 16,876 16,732

固定資産合計 28,139 27,983

資産合計 87,214 86,730
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2023年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,713 4,124

電子記録債務 15,385 12,090

ファクタリング債務 ※ 16 ※ 21

リース債務 273 288

未払法人税等 541 477

未払消費税等 192 706

契約負債 11 64

返品負債 - 448

賞与引当金 320 112

店舗閉鎖損失引当金 16 11

ポイント引当金 - 0

リース資産減損勘定 9 9

資産除去債務 66 73

その他 3,021 3,520

流動負債合計 23,569 21,948

固定負債

リース債務 885 822

繰延税金負債 28 34

退職給付に係る負債 8,514 8,902

役員退職慰労引当金 7 8

転貸損失引当金 65 45

長期預り保証金 519 478

長期リース資産減損勘定 27 20

資産除去債務 2,151 2,096

その他 93 275

固定負債合計 12,292 12,685

負債合計 35,861 34,633
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2023年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,893 6,893

資本剰余金 7,489 7,489

利益剰余金 42,375 43,286

自己株式 △7,015 △6,829

株主資本合計 49,743 50,838

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △16 8

繰延ヘッジ損益 △31 △16

退職給付に係る調整累計額 10 7

その他の包括利益累計額合計 △38 △0

新株予約権 137 19

非支配株主持分 1,510 1,239

純資産合計 51,352 52,097

負債純資産合計 87,214 86,730
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2022年３月１日
　至 2022年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
　至 2023年11月30日)

売上高 68,941 71,035

売上原価 36,518 36,992

売上総利益 32,422 34,042

販売費及び一般管理費 33,457 32,329

営業利益又は営業損失（△） △1,034 1,712

営業外収益

受取利息 10 36

受取配当金 1 2

受取家賃 533 473

その他 227 240

営業外収益合計 772 752

営業外費用

支払利息 6 6

不動産賃貸費用 426 381

その他 130 52

営業外費用合計 563 439

経常利益又は経常損失（△） △825 2,025

特別利益

固定資産売却益 1 1

違約金収入 4 6

受取補償金 11 -

負ののれん発生益 - ※ 288

特別利益合計 18 296

特別損失

固定資産除却損 5 10

減損損失 394 161

店舗閉鎖損失 5 9

店舗閉鎖損失引当金繰入額 22 11

リース解約損 - 10

特別損失合計 427 203

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,234 2,118

法人税、住民税及び事業税 322 408

法人税等調整額 35 21

法人税等合計 358 429

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,592 1,688

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △256 △271

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,336 1,960
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2022年３月１日
　至 2022年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
　至 2023年11月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,592 1,688

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19 25

繰延ヘッジ損益 △38 15

退職給付に係る調整額 2 △1

その他の包括利益合計 △55 39

四半期包括利益 △1,648 1,727

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,393 1,998

非支配株主に係る四半期包括利益 △254 △270
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

2023年８月28日にトモエ商事株式会社の全株式を取得し、当第３四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めてお

ります。

(会計方針の変更)

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることとしております。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

※ ファクタリング債務

　 前連結会計年度(2023年２月28日)

　 連結子会社㈱マックハウスのファクタリング債務であります。

　 当第３四半期連結会計期間(2023年11月30日)

　 連結子会社㈱マックハウスのファクタリング債務であります。

(四半期連結損益計算書関係)

※ トモエ商事株式会社を子会社化したことに伴い、負ののれん発生益288百万円を特別利益に計上しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

前第３四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)

減価償却費 630百万円 616百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2022年３月１日　至 2022年11月30日)

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決 議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月26日
定時株主総会

普通株式 525 15.00 2022年２月28日 2022年５月27日 利益剰余金

2022年10月12日
取締役会

普通株式 490 14.00 2022年８月31日 2022年11月７日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2023年３月１日　至 2023年11月30日)

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決 議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年５月25日
定時株主総会

普通株式 490 14.00 2023年２月28日 2023年５月26日 利益剰余金

2023年10月13日
取締役会

普通株式 492 14.00 2023年８月31日 2023年11月７日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

（取得による企業結合）

１．企業結合の概要

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 トモエ商事株式会社

事業の内容 紳士靴卸売業

（2）企業結合を行った主な理由

当社グループは、靴ならびに衣料品の専門店を日本全国に展開し、地域のニーズにあった商品を提供す

ることで、地域社会に貢献し、また、新たなサービスや付加価値を提供することで、持続的に企業価値を

向上させていくことを企業理念としております。靴の販売においては、営業利益拡大の施策として、既存

の店頭販売ビジネスを生かし、時代に対応した事業ポートフォリオの最適化を目指す為、ＥＣ事業や法人

向け販売事業を強化するなど、販売チャネルの拡大に取り組んでおります。

トモエ商事は百貨店を中心とした法人向けの紳士靴卸販売を主な事業としており、当社がこれまで行っ

てこなかった卸売業、とりわけ百貨店への卸し販売を得意とする会社です。百貨店では、消費者の外出機

会の増加やインバウンド売上の回復により、業績が回復しており、トモエ商事が主力としている高額紳士

靴でも、今後の需要拡大が見込まれております。その為、トモエ商事の卸売ビジネスやそのノウハウ、販

売チャネルなどは、当社グループの企業価値向上に資するものと判断いたしました。

本株式取得は、当社が計画として示している成長戦略の一環となるものであり、また、靴事業の中で当

社が進出してこなかった領域を補完するものです。当社は、本株式取得を契機と捉え、相乗効果の見込め

る新たなビジネス基盤を構築する為、今後も事業モデルの拡大を意識した取り組みを推進してまいりま

す。

（3）企業結合日

2023年８月28日（みなし取得日 2023年９月30日）

（4）企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

（5）結合後企業の名称

変更ありません。

（6）取得した議決権比率

100％

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として、株式を取得したことによるものであります。

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2023年10月１日から2023年11月30日まで

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 113百万円

取得原価 113百万円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー等に対する報酬・手数料等 ６百万円
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５．発生した負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生した負ののれんの金額

　 288百万円

② 発生原因

企業結合時における被取得企業の時価純資産額が取得原価を上回った為、その差額を負ののれん発生益

として計上しております。

６．企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳

　 流動資産 1,468百万円

　 固定資産 104百万円

　 資産合計 1,572百万円

　 流動負債 770百万円

　 固定負債 400百万円

　 負債合計 1,170百万円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2022年３月１日　至 2022年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２靴事業 衣料品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 55,364 13,577 68,941 － 68,941

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 － 0 △0 －

計 55,364 13,577 68,941 △0 68,941

セグメント損失(△) △593 △447 △1,041 6 △1,034

(注) １．セグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３．当社グループの売上高は、すべて顧客との契約から認識した収益です。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「靴事業」及び「衣料品事業」セグメントにおいて、継続的に営業損失を計上している資産グループ及び共用

資産並びに市場価格が著しく下落している資産グループにつきまして、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

「靴事業」229百万円、「衣料品事業」164百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2023年３月１日　至 2023年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２靴事業 衣料品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 59,337 11,698 71,035 － 71,035

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 59,337 11,698 71,035 － 71,035

セグメント利益又は損失(△) 2,256 △550 1,706 6 1,712

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．当社グループの売上高は、すべて顧客との契約から認識した収益です。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「靴事業」及び「衣料品事業」セグメントにおいて、継続的に営業損失を計上している資産グループ及び共用

資産並びに市場価格が著しく下落している資産グループにつきまして、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

「靴事業」100百万円、「衣料品事業」60百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

(重要な負ののれん発生益)

「靴事業」セグメントにおいて、当第３四半期連結会計期間よりトモエ商事株式会社の株式取得による連結子

会社化に伴い、負ののれんが発生しております。当該事象による負ののれん発生益の計上額は288百万円でありま

す。なお、負ののれん発生益は特別利益のため、上記セグメント利益には含まれておりません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)

(1)１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

△38円12銭 55円81銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△1,336 1,960

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△1,336 1,960

普通株式の期中平均株式数(株) 35,063,529 35,134,360

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － 55円64銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) － －

(うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円)) － －

普通株式増加数(株) 111,730 107,169

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、
前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

(注) 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、

１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

　 2023年10月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)配当金の総額………………………………………492百万円

(ロ)１株当たりの金額…………………………………14円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2023年11月７日

(注) 2023年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2024年１月11日

株式会社チヨダ

取締役会 御中

　

太陽有限責任監査法人

　東京事務所

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鶴 見 寛 印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 杉 江 俊 志 印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社チヨダ

の2023年３月１日から2024年２月29日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2023年９月１日から2023年11月

30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2023年３月１日から2023年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社チヨダ及び連結子会社の2023年11月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

監査法人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

　



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
　

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　


